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「秋田県における大学、短期大学及び高等専門学校間の単位互換に関する協定書」

による単位互換については、次に基づいて実施する。 

 

１ 対象学生 

  対象学生は、参加大学等に在学する学生（短期大学及び高等専門学校の専攻科

の学生を含む。）であり、前期及び通年開講科目にあっては２年次生以上（高等

専門学校においては５学年以上）、後期開講科目にあっては１年次生以上（高等

専門学校においては４学年以上）とする。 

  ただし、前期の集中講義については、１年次生（高等専門学校においては４学

年）も対象にすることができる。 

 

２ 受入学生の人数 

  受け入れる特別聴講学生の数は受入大学等において定めるものとする。 

 

３ 履修科目の範囲 

  特別聴講学生が履修できる授業科目名及び単位数等は、別表様式「単位互換履

修対象授業科目一覧」により別に定める。 



 

 

４ 履修単位数 

特別聴講学生が受入大学等において履修できる一人あたりの通算単位数は、                                   

１２単位を上限とする。 

 

５ 履修期間 

  特別聴講学生としての履修期間は、当該学生が履修する授業開講年度又は開講

学期とする。 

 

６ 授業時間割等 

 (1) 開講する授業科目の授業時間割は、原則として、前期及び通年開講科目につ

いては前年度の２月末日まで、後期開講科目については当該年度の８月末日ま

でに大学コンソーシアムあきた事務局に通知するものとする。 

 (2) 授業は受入大学等の時間割に従うものとし、特別の時間割は設けない。 

 (3) 開講する授業科目のシラバスは、原則として、前年度の２月末日までに大学

コンソーシアムあきた事務局に通知するものとする。 

 

７ 受入手続き 

 (1) 派遣大学等は、毎学期ごとに履修希望学生の「単位互換協定に基づく特別聴

講学生入学願」（別紙様式１）を取りまとめ、受入大学等の許可を得るものと

する。ただし、放送大学が受け入れる特別聴講学生の授業料については，放送

大学の定めるところによる。 

 (2) 受入大学等は、派遣大学等へ受入許可の決定通知を行うものとする。 

 (3) 受入大学等は、受入許可の手続きにおいて可能な限り履修登録期限を猶予す

るなど他大学の学生受入に柔軟に対応するよう努めることとする。 

 (4) 派遣大学等は、履修希望学生に受入決定を通知するとともに、履修に際して

の留意事項等について説明するものとする。 

 

８ 試験、成績及び単位の認定等 

 (1) 試験は、受入大学等の定めるところにより実施するものとする。ただし、試

験日時が重複した場合は、派遣大学等の授業科目について追試験等の措置を講

じるものとする。 

 (2) 受入大学等は、派遣大学等に対し、履修科目の単位授与に係る合否並びに成

績評価の結果を通知するものとし、派遣大学等は、受入大学等の通知に基づき

単位の認定を行うものとする。 

 



 

９ 特別聴講学生に係る通知等 

 (1) 特別聴講学生に休学又は退学等の異動があった場合には、派遣大学等は速や

かに受入大学等に通知するものとする。 

 (2) 授業等に係る特別聴講学生への諸連絡事項については、受入大学等が派遣大

学等へ通知する。 

 

10 施設の利用等 

  履修上必要とする施設・設備の利用については、受入大学等の定めるところに

より便宜を供与するものとし、特別聴講学生は、受入大学等の規則等を遵守する

ものとする。 

 

11 会議 

  運営に関する会議は、大学コンソーシアムあきた活動推進部会に置く。 

 

12 庶務 

  協定書及び覚書に関する事務は、大学コンソーシアムあきた事務局が行う。 

 

13 その他 

  本覚書は、参加大学等の合意の基に、必要に応じて見直すことができる。 

  

   附 則 

 この覚書は、平成２５年４月１日から施行する。 

 秋田公立美術工芸短期大学の学生が在籍している間は、なお従前の例による。 

 

別表様式 

               平成  年度単位互換履修対象授業科目一覧 

                                                     機関名              

授業科目名 担当教員 単位数 学期 受入数 開講学部等 曜日／時限 備考  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式１） 

入学願様式 

単位互換協定に基づく特別聴講学生入学願 

 

                                                   平成  年  月  日 

             学長 様 

 

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ      

氏   名 

 

                                      ○印  

男

女 

生 年 月 日      (西暦)         年    月    日 

 

現 住 所      

 

〒 

 

電話 

在 籍 大 学      

学部(専攻) 

学   年 

 

 

 

 

  次のとおり特別聴講学生として、          に入学いたしたくお願いし

ます。  

 

 １ 履修期間  平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

 

  ２ 授業科目を履修する理由 

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

 ３ 履修を希望する授業科目 

授業科目名 単位 学期 担当教員 曜日 時限 備 考 

       

       

       

       

 


